
加工食品の原料原産地表示の拡大

米穀等以外の飲食料品についてのト

 
レーサビリティ制度の検討等に加え、消

 
費者にとって分かりやすい食品表示の

 
あり方について検討を進めるとともに、

 
加工食品における原料原産地表示の

 
義務付けを着実に拡大する。

○

 

消費者庁では、義務表示の着実な拡大に向け、消費者・事業者等による意見交換会(平成22年３月29日)、要望の多かった品目につ

 
いての流通実態調査等を実施し、「黒糖及び黒糖加工品」「こんぶ巻」を義務化することについて、消費者委員会へ諮問(同年11月４日)

 
し、食品表示部会での審議を経て平成23年３月23日に答申を受け、同年３月31日に品質表示基準の改正を告示した（平成25年３月31

 
日まで経過措置）。

○

 

なお、今後の原料原産地表示の拡大の進め方については、昨年12月に消費者委員会食品表示部会に設置された「原料原産地表示

 
拡大の今後の進め方に関する調査会」において検討が行われ、本年７月６日の調査会報告書において、新たに制定される法体系の下

 
で、原料原産地表示の対象品目や選定方法等が改めて設定されることを期待するとされたところである。

<具体的施策>
加工食品における原材料の原産地表

 
示の義務付けを着実に拡大します。

<担当省庁等>  消費者庁

<実施時期>  継続的に実施します。

消費者基本計画
(平成22年３月)

食料・農業・農村基本計画

 
(平成22年３月)

① 原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品として品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目のうち、
② 製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品に表示を義務付け

義務対象品目の選定要件

対象品目の拡大の経緯

第１回検討会資料２より抜粋


